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院
議
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松
原
仁
君
提
出
外
務
省
に
よ
る
中
国
の
危
険
情
報
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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答
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御
指
摘
の
「
外
務
省
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
に
掲
載
し
て
い
る
危
険
情
報
は
、
渡
航
・
滞
在
す
る
に
当
た
っ
て
特
に
注

意
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
国
・
地
域
に
関
し
て
、
日
本
国
民
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
脅
威
を
考
慮
し
つ
つ
、
中
長
期
的
な

観
点
か
ら
、
当
該
国
・
地
域
の
治
安
情
勢
を
始
め
と
す
る
政
治
情
勢
、
社
会
情
勢
等
を
総
合
的
に
判
断
し
た
上
で
掲
載
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
の
「
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」
と
す
る
」
一
律
の
「
基
準
」
は
設
け
て
い
な
い
。 

 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
中
国
全
域
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」
と
掲
載
し
て
い
る
中
国
国
内
の
一
部
地
域

に
お
け
る
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
現
時
点
に
お
い
て
、
御

指
摘
の
よ
う
に
「
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」
の
警
告
を
発
」
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
海
外
に
渡
航
・
滞
在
す
る
邦
人
の

保
護
は
政
府
の
最
も
重
要
な
責
務
の
一
つ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
適
時
適
切
な
情
報
発
信
、
注
意
喚
起
等
を
通
じ
、
海
外
に
渡

航
・
滞
在
す
る
邦
人
の
安
全
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


